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○ 大阪パフォーマーライセンス推進実行委員会（構成：大阪商工会議所、大阪市、大阪観光局）では、

一定の技能レベルを有するパフォーマー（大道芸人及びミュージシャン）に、大阪の観光スポットや

集客イベントで実演できるライセンスを発行する「大阪パフォーマーライセンス制度」（※）のライセン

ス取得希望者を平成 26 年 1 月 17 日（金）から平成 26 年 2 月 14 日（金）まで募集し、平成 26 年 3

月 21 日（金・祝）、22 日（土）に審査会を行う。 

 

（※）大阪パフォーマーライセンス制度とは 

「大阪パフォーマーライセンス推進実行委員会」（旧 OSAKA エンタテインメントフェスティバル実行委員会）が、平成

18 年 4 月より実施している制度。一定の技能レベルを有するパフォーマー（大道芸人及びミュージシャン）に、「ライ

センス」を発行し、大阪市内の観光スポットや集客イベントで実演できる機会を提供することで、誰もが気軽に文化

に触れられる環境づくりを進め、まちのにぎわいの創出・都市魅力の向上をめざす。 

「ライセンス」登録組数は、平成 25 年 12 月 31 日現在で 142 組（大道芸人部門：80 組 ミュージシャン部門：62

組）。詳細は、大阪パフォーマーライセンスホームページ http://www.osaka-performer.com/ より。 

 

○ 「ライセンス」取得者は、大阪城天守閣前や天王寺動物園、大阪市役所前など大阪の観光スポット

で実演することができるほか、「OSAKA 光のルネサンス」等の集客イベントで実演する機会がある。 

 

○ 各部門の応募案内、選考過程は以下の通り。 

 

 

～大道芸人部門 応募案内～ 

■応募条件 

◇第一次選考に通過した場合、認定審査会開催日（平成 26 年 3 月 21 日（金・祝））に必ず参加できること。 

パフォーマーライセンス取得希望者を募集します 
～活動の場を増やしたい大道芸パフォーマー・ミュージシャン集まれ！～ 

【お問合先】 

大阪商工会議所 地域振興部（常深・川端）TEL 06-6944-6323 

大阪市経済戦略局 観光部観光課まち魅力担当（今井）TEL 06-6469-5157 

http://www.osaka-performer.com/


■応募書類 

◇必要事項を明記した応募用紙 

◇10 分以内（編集可）のパフォーマンス風景を映した動画 （国内で再生できる DVD に限る ） 

◇メンバー全員の写真 

※必要書類を「郵便等」で応募先までお送り下さい。 

 

選考について 

■第一次選考（動画審査） 

応募締切・・・平成 26 年 2 月 14 日(金) 必着 

結果発表・・・平成 26 年 2 月 28 日(金) ※郵送にて連絡 

 

■認定審査会（第二次選考） 

開催日・・・平成 26 年 3 月 21 日（金・祝）※雨天決行 

場所・・・ATC （大阪市住之江区南港北 2-1-10） (予定)  

公開パフォーマンス審査  

・機材などの準備撤収含めすべて自ら行い、持ち時間は 30 分以内（火の使用は不可）とする。 

・事務局で用意する機材は、YAMAHA STAGEPAS 600i のみ（オペレーター無し） 

   ↓ 

認定審査会（第二次選考）合格者は、【大阪パフォーマーライセンス】取得資格を獲得 

※事業実施要綱に同意いただき、ライセンス申請の手続きを行ってください。 

 

    

 

 

 

 

昨年の審査会の様子（実施場所は異なります） 

 

 

～ミュージシャン部門 応募案内～ 

■応募条件 

◇第一次選考通過者は、認定審査会開催日に必ず参加できること。 

◇認定審査会（第二次選考）ではオリジナル曲を演奏していただきますので、オリジナル曲を 3 曲以上お持ちの方に限り

ます。 

■応募書類 

◇必要事項を明記した応募用紙 

◇オリジナル曲（1 曲）の演奏風景を映した動画 （国内で再生できる DVD に限る） 

◇メンバー全員の写真 

※必要書類を「郵便等」で応募先までお送り下さい。 



選考について 

■第一次選考（動画審査） 

応募締切・・・平成 26 年 2 月 14 日(金) 必着 

結果発表・・・平成 26 年 2 月 28 日(金) ※郵送にて連絡 

■認定審査会（第二次選考） 

開催日・・・平成 26 年 3 月 22 日（土）※雨天決行 

場所・・・ATC（大阪市住之江区南港北 2-1-10）（予定） 

公開ライブ審査（オリジナル曲（2～3 曲）を演奏） 

・機材などの準備撤収含めすべて自ら行い、持ち時間は 20 分以内とする。 

・事務局で用意する機材は、YAMAHA STAGEPAS 600i のみ（オペレーター無し） 

・ドラムセットの使用は不可 

   ↓ 

認定審査会（第二次選考）合格者は、「大阪パフォーマーライセンス」取得資格を獲得 

※事業実施要綱に同意いただき、ライセンス申請の手続きを行ってください。 

  昨年の審査会の様子（実施場所は異なります） 

 

応募先及び注意事項（大道芸人部門・ミュージシャン部門共通） 

■応募先 

〒618-0071 

京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田 45-28 

「大阪パフォーマーライセンス推進実行委員会 事務局」宛 

 ■注意事項 

◇応募いただきました書類及び写真・動画素材は、返却いたしません。 

◇お送りいただいた個人情報は、本認定審査会以外の目的には使用いたしません。 

◇事務局で撮影した写真・動画にかかる著作権は、大阪パフォーマーライセンス推進実行委員会に帰属します。ホーム

ページ等で使用する場合があります。 

■お問合せ先 

大阪パフォーマーライセンス推進実行委員会 事務局 

電話：06-6809-3399（受付 平日 10 時から 17 時） 

メール：info@osaka-performer.com 

ホームページ： http://www.osaka-performer.com/ 

※ホームページでの応募案内の掲載は、平成 26 年 1 月 17 日（金）14 時より 

 
以 上  
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